
第２回新たな過疎対策（ソフト対策）の推進に向けての研究会 

議 事 次 第 
 

 

日時：平成２２年３月９日（火） 

１ ４ ： ０ ０ ～ １ ６ ： ０ ０ 

場所：総務省地下１階 第２会議室 

 

１．開 会   

２．出 席 者 紹 介 

３．あ い さ つ   

４．事 例 報 告  

５．意 見 交 換  

（１） 今後の過疎対策において特に必要となるソフト対策のあり方について 

（２） 新たな過疎対策（ソフト対策）の推進に向けた課題と方向性について 

６．閉 会   

 

【配布資料】 

資 料 １：本研究会の趣旨について 

資 料 ２：過疎法一部改正法案関係資料 

資 料 ３：事例報告資料 
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平成２１年度 新たな過疎対策（ソフト対策）の推進に向けての研究会 

－ 本研究会の趣旨について － 

 

 

昭和 45 年の「過疎地域対策緊急措置法」の制定以降、これまで四次にわたる過疎立法の下での過疎

対策事業により、過疎地域では、上・下水道、道路、医療・介護施設といった生活基盤の整備や産業の

振興などに一定の成果をあげてきた。しかし、住民生活の安全・安心の基盤となる公共施設の整備水準

などについて全国との差がなお存在しているほか、過疎地域は、財政状況は極めて厳しく、著しい人口

減少と高齢化の進展、農林水産業の衰退、将来の維持が危ぶまれる集落の発生、身近な生活交通の不

足、地域医療の危機など、様々な困難に直面している。 

 

こうした中、現行法である「過疎地域自立促進特別措置法」は平成２２年３月末をもって失効を迎える。

厳しい現状に置かれた過疎地域からは、立法措置を求める強い声があがっており、各党各会派におい

て、今後の過疎対策のあり方について、熱心な議論・検討が重ねられてきた。その結果、先だって各会

派間の協議が整い、平成１７年国勢調査の結果に基づく過疎地域の要件の追加、過疎対策事業債の対

象の追加、法律の失効期限を６年間延長することなどを内容とする「過疎地域自立促進特別措置法の一

部を改正する法律案」がとりまとめられ、委員長提案の議員立法として通常国会に提出され、衆議院本

会議にて全会一致で可決（３月２日）、参議院へ送付されたところである。 

 

今回の法律案の中では、過疎地域への支援措置の充実が図られており、特に、「コンクリートから人

へ」の考え方に従い、いわゆる「ソフト対策事業」（＝地域医療の確保、住民の日常的な移動のための交

通手段の確保、集落の維持及び活性化その他の住民が将来にわたり安全に安心して暮らすことのでき

る地域社会の実現を図るため特別に地方債を財源として行うことが認められる事業として市町村計画に

定めるもの（基金の積立てを含む。））の実施に要する経費についても、過疎対策事業債の対象とするこ

ととされている。 

 

こうした動きを踏まえ、これまでの過疎対策の成果や課題等を整理した上で、ソフト対策を中心として、

今後過疎地域が緊急的・重点的に取り組むべき課題を抽出するとともに、過疎対策を実施する際に重視

すべき視点や配慮点等について、有識者や過疎地域自治体の実務者等の意見をふまえて幅広く検討

するため、本研究会を設置する。（※なお、研究結果は報告書としてとりまとめ、各過疎関係自治体にお

ける過疎計画策定等に活用頂く予定。） 

 

（１）本研究会の構成 

委 員 長 宮口 侗廸 早稲田大学 教育・総合科学学術院長 教授 

委   員 小田切 徳美 明治大学 農学部 教授 

横道 清孝 政策研究大学院大学 教授 

事 務 局 総務省 自治行政局 過疎対策室 

 

資 料 １ 



 

（２）本研究会の開催スケジュール（案） 

開催回 参加メンバー 検討テーマ（案） 

第１回 

(2/10) 

有識委員 

過疎関係市町村実

務者４名 

 

●過疎地域の現状、ソフト対策を中心にこれまでの過疎対策の取

組とその課題 

●ソフト対策を中心に今後重点的に取り組むべき過疎対策とその

留意点 等 

＜ヒアリング及び意見交換＞ 

第２回 

(3/9) 

有識委員 

過疎関係都道府県

実務者４名 

 

●過疎地域の現状、ソフト対策を中心にこれまでの過疎対策の取

組とその課題 

●ソフト対策を中心に今後重点的に取り組むべき過疎対策とその

留意点、市町村・都道府県の連携のあり方 等 

＜ヒアリング及び意見交換＞ 

第３回 

(3 月) 

有識委員 ●上記研究会を受け、ソフト対策を中心に今後過疎地域が緊急

的・重点的に取り組むべき課題を抽出するとともに、今後の過疎

対策を実施する際に重視すべき視点や方向性、配慮・留意す

べき点等について意見交換 

 



 
 

過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律案要綱（案） 

 
一 平成17年国勢調査の結果に基づく過疎地域の要件の追加 

  現行法の過疎地域に加え、現行法の考え方に即し、平成17年国勢調査の結果に基

づき、以下の１及び２に該当する地域を過疎地域として追加すること。 

（第２条第１項関係） 
 

  １ 人口要件：以下のいずれかに該当すること。 

   (1) 昭和35年～平成17年の45年間の人口減少率が33％以上であること。 

   (2) 昭和35年～平成17年の45年間の人口減少率が28％以上で、 

      かつ、高齢者比率（65歳以上）が29％以上であるか、 

         又は若年者比率（15歳以上30歳未満）が14％以下であること。 

     ＊ただし、(1)(2)の場合、昭和55年～平成17年の25年間で10％以上人口増

加している団体は除く。 

   (3) 昭和55年～平成17年の25年間の人口減少率が17％以上であること。 

  ２ 財政力要件：平成18～20年度の３カ年平均の財政力指数が0.56以下等であること。 

 
二 地方分権改革推進の観点からの過疎地域自立促進方針等の策定に係る義務付け等

の見直し 
  過疎地域自立促進方針（都道府県が策定）、過疎地域自立促進市町村計画及び過疎地域自立促

進都道府県計画について、これらの策定に係る義務付けを廃止するとともに、市町

村から都道府県に対する事前協議の内容を見直す等の所要の措置を講ずること。 

（第５条、第６条、第７条、第15条関係） 

 
三 過疎地域自立促進のための特別措置の拡充 
１ 過疎対策事業債の対象の追加 

① 過疎対策事業債の対象となる施設に、①認定こども園、②図書館、③自然エネル

ギーを利用するための施設、を追加するとともに、小中学校の校舎等について統

合要件を撤廃すること。               （第12条第１項関係） 

② 地域医療の確保、住民の日常的な移動のための交通手段の確保、集落の維持及び

活性化その他の住民が将来にわたり安全に安心して暮らすことのできる地域社会

の実現を図るため特別に地方債を財源として行うことが必要と認められる事業と

して市町村計画に定めるもの（基金の積立てを含む。）の実施に要する経費につい

て、人口、面積、財政状況その他の条件を考慮して定める額の範囲内で、過疎対

策事業債の対象とすること。             （第12条第２項関係） 

 
２ 減価償却の特例の拡充 

国税（所得税・法人税）に係る特別償却を行うことができる事業のうちソフトウ

ェア業を廃止し、新たに情報通信技術利用事業（コールセンター）を追加すること。 

 （第30条関係） 

 



 
３ 地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置の拡充 

地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置の対象業種のうちソフトウェア業を

廃止し、新たに情報通信技術利用事業を追加すること。      （第31条関係） 

 
四 失効期限の延長 
  現行の過疎地域自立促進特別措置法の失効期限［平成22年３月31日］について、

６年間の延長を行い、平成28年３月31日とすること。    （附則第３条関係） 

 
五 施行期日等 
１ 施行期日 

この法律は、平成22年４月１日から施行すること。ただし、「四 失効期限の延長」

に係る改正は、公布の日から施行すること。      （改正法附則第1条関係） 

 
２ 関係法律の改正等 
  関係法律の改正その他所要の規定の整備を行うこと。 
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